
▼とき　８月５日㈭　午前９時～午後３時20分

▼見学先
　市役所発～三隈工業㈱～中央発条工業㈱～（昼食）～
㈱朝日木工～サッポロビール㈱九州日田工場～市役所着

※弁当及び水筒は各自持参。

▼応募資格　市内の小学校４～６年生

▼募集数　20人
※応募多数の場合は抽選。

▼参加費　無料

▼申込方法
　住所、子供の氏名と学校名、学年、保護者名、昼間の連
絡先の電話番号を記入の上、はがき、ファックス又は
メールで申込み

▼申込期限　７月26日㈪

問建築住宅課指導審査係☎㉒８２２６（市役所５階）

●「木造住宅の耐震キャラバン」を行います

▼とき
・展示期間
　７月30日㈮～８月18日㈬
・耐震リフォーム相談会
　８月17日㈫
　午前10時～午後４時

▼ところ
　市役所１階ホール
※詳細は下記にお問い合わせください。

問商工労政課地域産業支援係☎㉒８２３９（市役所３階）

　耐震実物大モデルの展示や耐震改修工事の着工前から完成までの流れが分か
る写真パネルを展示します。
　また、耐震・リフォーム相談会を下記のとおり行います。

皆さんの意見を募集します！ーパブリックコメントー

市では下記の計画（案）を公開していますので、ご意見をお寄せください。
■内容
　日田市空家等対策計画 第２期計画（案）
■閲覧場所
　市ホームページ、市役所３日以内窓口、各振興局・振興センター、各地区公民館（各振興局・振興センター管
内を除く10か所）、建築住宅課
■意見の提出方法
　住所・氏名を記入の上、市ホームページ、郵便、ファックス、持参のいずれかで提出
■意見の提出先
　市役所３日以内窓口、各振興局・振興センター、下記担当課
■募集期限　７月20日㈫～８月18日㈬
問〒８７７-８６０１（住所記載不要）
　建築住宅課指導審査係（市役所５階）　☎㉒８２２６　　㉒８２４７

市政情報ピックアップ

●夏休みものづくりふれあいバスツアー参加者募集

問〒８７７‐８６０１（住所記載不要）
　日田市工業連合会事務局
　（商工労政課地域産業支援係内）
　☎㉒８２３９（市役所３階）
　　㉒８２４６　　shokoh@city.hita.oita.jp

無料
お
知
ら
せ

７
月
は
バ
ス
車
内
事
故

防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

バ
ス
走
行
中
に
席
を
離
れ
る
と
、
転
倒
な

ど
思
わ
ぬ
け
が
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
バ
ス
が
停
留
所
に
着
い
て
、
扉
が
開

い
て
か
ら
席
を
立
ち
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

走
行
中
は
や
む
を
得
ず
急
ブ
レ
ー
キ
を
掛

け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
吊
革
や
握
り
棒

に
し
っ
か
り
つ
か
ま
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
（
一
社
）
大
分
県
バ
ス
協
会

　
☎
０
９
７
‐
５
５
８
‐
３
９
４
６

　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
公
共
交
通
・
交
流
係

　
☎
㉒
８
３
５
６
（
市
役
所
６
階
）

き
こ
え
と
こ
と
ば
の
教
育
相
談
会

聞
こ
え
や
言
葉
が
気
に
な
る
子
供
の
育
児

や
生
活
、
教
育
、
福
祉
や
医
療
な
ど
に
つ

い
て
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
を
厳
守
し
ま
す
。

■
と
き
・
と
こ
ろ

・
８
月
４
日
㈬

　
中
津
教
育
事
務
所
、
佐
伯
教
育
事
務
所

・
８
月
５
日
㈭
・
６
日
㈮

　
大
分
県
立
聾
学
校

※
い
ず
れ
も
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分
。

■
対
象
　
０
歳
〜
18
歳
ま
で
の
子
供
及
び

そ
の
関
係
者

■
申
込
方
法
　
左
記
に
電
話
で
申
込
み

■
申
込
期
限
　
７
月
28
日
㈬

問
大
分
県
立
聾
学
校
教
育
支
援
部

　
☎
０
９
７
‐
５
４
３
‐
２
０
４
７

目
と
見
え
方
の
教
育
相
談
会

視
覚
障
が
い
の
あ
る
人
や
そ
の
関
係
者
を

対
象
に
、
家
庭
で
の
接
し
方
や
保
育
、
教

育
等
に
関
す
る
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

■
と
き
　
８
月
20
日
㈮

　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

■
と
こ
ろ
　
市
役
所
６
階
　
６
０
１
会
議
室

■
申
込
方
法
　
左
記
に
電
話
で
申
込
み

■
申
込
期
限
　
８
月
10
日
㈫

問
大
分
県
立
盲
学
校
（
高
校
生
以
上
）

　
☎
０
９
７
‐
５
３
２
‐
２
６
３
８

　
学
校
教
育
課
指
導
係
（
高
校
生
未
満
）

　
☎
㉒
８
３
２
６
（
市
役
所
別
館
２
階
）

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
学
生
・
農
林
漁
業

者
・
自
営
業
・
無
職
の
人
等
は
、
国
民
年

金
に
加
入
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
20
歳
の
誕
生
日
の
約
２
週
間
後

に
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
国
民
年
金
加
入

の
お
知
ら
せ
が
届
き
ま
す
の
で
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
（
20
歳
前
に
基
礎
年
金
番
号
を

持
っ
て
い
る
人
は
除
く
）
。

ま
た
、
国
民
年
金
に
は
保
険
料
が
割
引
さ

れ
た
り
、
お
得
に
年
金
を
増
や
す
こ
と
が

で
き
た
り
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。
希
望

す
る
人
は
別
途
手
続
が
必
要
で
す
の
で
、

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
下
記
二
次
元
コ
ー
ド
）
を
ご

覧
に
な
る
か
、
左
記
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
日
本
年
金
機
構
日
田
年
金
事
務
所

　
☎
㉒
６
１
７
４

　
健
康
保
険
課
国
保
・
年
金
係

　
☎
㉒
８
２
７
１
（
市
役
所
１
階
）

赤
十
字
防
災
セ
ミ
ナ
ー

日
本
赤
十
字
社
は
、
地
域
の
自
助
、
共
助

の
力
を
高
め
る
こ
と
で
、
地
域
住
民
自
ら

が
災
害
か
ら
命
を
守
り
、
被
災
に
伴
う
心

身
の
苦
痛
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

■
対
象
　
自
治
会
、
町
内
会
等

■
内
容
　
避
難
所
で
の
生
活
に
つ
い
て
、

毛
布
を
使
っ
た
搬
送
等

■
受
講
人
員
　
20
〜
50
人
程
度

■
会
場
　
依
頼
団
体
の
指
定
す
る
会
場

■
申
込
方
法
　
開
催
日
１
か
月
前
ま
で
に

左
記
に
申
請
書
を
提
出

問
日
本
赤
十
字
社
大
分
県
支
部

　
☎
０
９
７
‐
５
３
４
‐
２
２
３
７

　
社
会
福
祉
課
福
祉
総
務
係

　
☎
㉒
８
２
０
３
（
市
役
所
１
階
）

住
ま
い
の
相
談
会

住
宅
の
建
替
え
、
リ
フ
ォ
ー
ム
、
耐
震
等

の
住
ま
い
に
関
す
る
相
談
に
無
料
で
応
じ

ま
す
。

■
と
き
　
８
月
４
日
㈬

　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

■
と
こ
ろ
　
市
役
所
１
階
ホ
ー
ル

■
相
談
員

　
（
公
社
）
大
分
県
建
築
士
会
日
田
支
部

会
員
及
び
市
建
築
住
宅
課
職
員

問
（
公
社
）
大
分
県
建
築
士
会
日
田
支
部

　
（
野
村
一
級
建
築
設
計
事
務
所
内
）

　
☎
㉔
６
０
２
２

　
建
築
住
宅
課
指
導
審
査
係

　
☎
㉒
８
２
２
６
（
市
役
所
５
階
）

第
77
回
住
ま
い
の
無
料
相
談
会

雨
漏
り
、
建
具
等
住
ま
い
の
傷
み
に
つ
い

て
職
人
が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

□
と
き
・
と
こ
ろ

　
７
月
25
日
㈰

　
午
前
９
時
15
分
〜
正
午

　
桂
林
公
民
館

※
事
前
予
約
必
要
。

問
日
田
職
人
会
（
原
田
）

　
☎
０
９
０
‐
７
９
８
２
‐
８
２
２
２

鉄
道
近
接
工
事
に
関
す
る
お
願
い

線
路
に
近
接
し
た
（
お
お
む
ね
８
メ
ー
ト

ル
）
場
所
で
建
物
の
建
設
・
解
体
や
庭

木
・
山
林
の
伐
採
作
業
等
を
行
う
場
合

は
、
左
記
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
作
業
内
容
や
環
境
条
件
、
使
用
重
機
に
よ
っ

て
は
、
８
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
合
で
も
近
接

工
事
の
適
用
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
細
は
Ｊ
Ｒ
九
州
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
「
安
全

へ
の
お
願
い 

Ｊ
Ｒ
九
州
」
と
検
索
）
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
Ｊ
Ｒ
九
州
久
留
米
鉄
道
事
業
部

　
☎
０
９
４
２
‐
４
６
‐
７
７
１
８

大
切
な
遺
言
書
を
法
務
局
が
保
管
し
ま
す

自
身
で
書
い
た
自
筆
証
書
遺
言
書
を
長
期

間
大
切
に
保
管
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

遺
言
書
を
法
務
局
に
預
け
る
こ
と
で
、
遺

言
者
本
人
の
死
亡
後
、
遺
言
書
が
発
見
さ

れ
な
か
っ
た
り
、
改
ざ
ん
さ
れ
る
こ
と
を

防
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
大
分
地
方
法
務
局
日
田
支
局

　
☎
㉒
２
７
１
９

健
康
・
福
祉

タ
ウ
ン
情
報

イ
ベ
ン
ト

くらしの情報【注意】新型コロナウイルス感染症の影響で内容を変更する場合があります。二次元コードで確認を！
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